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本ソフトの使い方 
 

 

本ソフトは悪臭防止法施行規則第６条の２に定められた排出口における臭気排出強度及び

臭気指数に係る規制基準の設定方法等に基づき、規制基準を容易に算出するソフトウェアと

して作成されたものです。本ソフトでは、算出された結果と実際の排出ガスの臭気排出強度

及び臭気指数を比較することにより、規制基準への適合状況を判断することができます。 

 

 

 

Copyright © 2007 Ministry of the Environment Government of Japan  

 

 

 

 

環境省水・大気環境局環境汚染対策室 臭気対策係 

〒100-8975  

東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎 5号館 

TEL 03-3581-3351（代表） 
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ご使用に当たっての注意 

1. 本ソフトは悪臭防止法施行規則第６条の２に基づき、規制基準を容易に算出するソフト

ウェアとして作成されたものであり、算出結果については十分精査されていますが、本

ソフトウェアの不良、改ざんや動作環境上の問題により、本ソフトウェアにより算出さ

れた結果が、規則等に基づき算出された結果と一致しない場合も想定されます。このよ

うな場合、本ソフトウェアを使用した結果として発生したトラブル及び損害等について、

環境省は一切責任を負わないものとします。 

2. このドキュメントに記載されている情報（URL 等のインターネット Web サイトに関する

情報を含む）は、将来予告なしに変更することがあります。

3. 別途記載されていない場合、このソフトウェアおよび関連するドキュメントで使用して

いる組織、人物、データなどの名称は架空のものです。実在する商品名、団体名、個人

名などとは一切関係ありません。

4. 使用者ご自身の責任において、適用されるすべての著作権関連法規に従ったご使用をお

願いします。

5. このドキュメントのいかなる部分も日本国 環境省 の書面による承諾を受けることな

く、その目的を問わず、どのような形態であっても、複製または譲渡することは禁じら

れています。ここでいう形態とは、複写や記録など、電子的な、または物理的なすべて

の手段を含みます。ただしこれは、著作権法上の使用者の権利を制限するものではあり

ません。

このドキュメントに記載されている内容に関する著作権は環境省に帰属し、無断で複製・引

用することを禁じます。 

Windows7、Windows8.1、Windows10は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他

の国における登録商標または商標です。その他記載の商品名等は、各社の商標または登録商

標です。 

監修 環境省 

問い合わせ先 

公益社団法人 におい・かおり環境協会 

〒160-0008 

東京都新宿区四谷三栄町６－６ 四谷ＭＳビル ４階

TEL  03-6233-9011

E-mail  info@orea.or.jp
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セットアップを始める前に 
 

セットアップ前に知っておいて頂きたい事項を説明していますので、必ず事前にお読み下

さい。 

 

1-1 必要なパソコン環境について 

2号規制基準算定ソフトを使用するコンピューターには、次のシステムが必要です。 

 

Microsoft®Windows®7 

プロセッサ 1 ギガヘルツ(GHz)以上の 32 ビット(x86)プロセッサまたは

64ビット(x64)プロセッサ 

メモリ 1 ギガバイト(GB)RAM(32 ビット)または 2GB の RAM(64 ビッ

ト) 

ハード ディスクの空き領域 16 GB(32 ビット)または 20GB(64 ビット)以上のハードディ

スク空き容量 

グラフィックス カード WindowsDisplayDriverModel(WDDM)1.0 以上のドライバーを

搭載した DirectX®9 グラフィックプロセッサ 

 

Microsoft®Windows®8.1 

プロセッサ PAE、NX、SSE2をサポートする 1GHz以上の CPU 

メモリ 1GB(32ビット)または 2GB(64ビット) 

ハード ディスクの空き領域 16GB(32ビット)または 20GB(64ビット) 

グラフィックス カード MicrosoftDirectX9 グラフィックスデバイス(WDDM ドライ

バー付き) 

 

Microsoft®Windows® 10 

プロセッサ 1ギガヘルツ(GHz)以上のプロセッサまたは SoC 

メモリ 1GB(32ビット)または 2GB(64ビット) 

ハード ディスクの空き領域 15GB以上のハードディスク空き容量 

グラフィックス カード DirectX9以上(WDDM1.0 ドライバー) 
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1-2 製品名の表記 

このマニュアルでは製品名を次のように表記しています。 

表記製品名 Windows7 Microsoft®Windows®7 

 Windows8.1 Microsoft®Windows®8.1 

 Windows10 Microsoft®Windows®10 

 

  このマニュアルを編集するにあたっては 800×600ピクセルの画面を使って説明していま

す。お使いの環境によっては、操作手順や画面が異なる場合があります。 
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２号規制基準算定ソフトのセットアップ 

2-1 インストール

ダウンロードした圧縮ファイルを解凍すると以下のファイルが含まれています。

・OER.exe

・活用例.pdf

・操作マニュアル.pdf

OER.exe を開くと２号規制基準算定ソフトが起動されます。ただし、初めて起動する

ときに次のメッセージが表示される場合があります。 

第 2章 
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このメッセージが表示されても、ご安心ください。詳細情報をクリックすると、以下の画

面が表示されますので実行をクリックしてください。 

[注意] 活用例.pdfおよび操作マニュアル.pdfをこのフォルダから別のフォルダに移動または削

除すると OER.exeが正常に動かない場合があります。 

[参考] OERとは臭気排出強度（Odor Emission Rate）のことです。２号規制で採用している大気

拡散式では、単位 OERを基に２号基準を算出しています。 

2-2 アンイストール

解凍されたフォルダを削除してください。
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基本的な使い方 
 

3-1 本ソフトの使い方 

臭気指数２号基準に適合しているかどうかを確認するためには、はじめに排出口の調査を行い、

測定データを集めます。次に本ソフトにデータを入力し、２号基準を計算します。そして現在の排

出しているガスの臭気指数と２号基準を比較し、規制への適合状況を判断します。 

 

 調 査  
排出口の測定データを集める。 

排出口の実高さによって必要なデータが決まる。 

   本ソフトの操作手順  

 
スタート 

『スタートメニュー』 

排出口実高さと周辺最大建物高さを入力（排出口実高さ

6.7ｍ未満は周辺最大建物高さの入力は省略） 

 

▼   

入 力  
『入力画面』 

排出口の条件毎の入力画面に、調査データを入力する。 

▼   

 計 算  
入力後、計算ボタンを押すと、右画面に計算結果（２号

基準）が表示される。 

 ▼   

 印 刷  
印刷ボタンを押すと、印刷情報（作成者、事業所名など）

が入力できる。 

 ２号基準  

 評 価  
調査した排出ガスの臭気指数と計算した２号基準を比較し、

規制基準に適合しているか評価する。 
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3-2 調査項目 

はじめに、排出口実高さと周辺最大建物高さによって、以下のＡ～Ｄのうちどのパターンに当て

はまるかを調べます。次にパターン毎の調査項目を測定します。 

 

Ａ 
排出口の実高さが 6.7m 未満の場合

 

 

Ｂ 
排出口の実高さが6.7m以上15m未満の場合

 

Ｃ 

排出口の実高さが 15m 以上で 

周辺最大建物高さの 1.5 倍未満の場合 Ｄ 

排出口の実高さが 15m 以上で 

周辺最大建物高さの 1.5 倍以上の場合 

    

 

 

表 3-1 各計算パターンでの必要調査項目 

◎：必須入力 ○：いずれか１つを選択・入力 △：条件により入力省略可 －：入力不要 

調査項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 実測の留意点 

排出口の実高さ（ｍ） ◎ ◎ ◎ ◎ 
横向きの排出口では下側から

地表面までの高さ 

周辺最大建物の高さ（ｍ） － ◎ ◎ ◎ 図面等による建物の実高さ 

１号基準 ◎ ◎ ◎ ◎ 当該地域における規制基準 

排出口口径（ｍ） ○ ○ － ○ 断面積でも可 

排出ガス流量（乾き）（ｍ3/min） － － 
○ 

○ 
最終吐出口又は採取口で測定 

(標準状態に換算した排出ガス

流量及び圧力補正した吐出速

度を用いること) 

排出ガス流量（湿り）（ｍ3/min） － － 

吐出速度（ガス流速）（ｍ/ｓ） － － － 

排出ガス水分量（％） － － △ ◎ 

排出口と敷地境界との最短距離（ｍ） － － △ ◎ 
実測又は設計図面より設定 

建物と敷地境界との最短距離（ｍ） － － △ ◎ 

排出口の向き － － － ○ 上向きのとき上昇高を計算 

排出ガス温度（℃） － － － △ 排出口が上向きのみ必要 

排出ガスの臭気指数 ○ ○ ○ ○ 基準への適合状況を判断する 

 

6.7ｍ 

周辺最大建物影響：強い  

15ｍ 

6.7ｍ 

周辺最大建物影響：強い 

 

1.5 倍 

周辺最大建物影響：強い 

2.5倍 

1.5倍 

なし 

弱い 

周辺最大 

建物影響 
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3-3 入力する 

スタートメニューで『排出口の実高さ』と『周辺最大建物高さ』のデータから、以下Ａ～Ｄの

4 パターンに入力画面が分かれます（各画面の詳細については第４章で説明）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スタートメニューの 次へ ボタン

を押すと、Ａ～Ｄの４画面のうち、

いずれか 1つが表示 

Ａ：排出口高さが 6.7未満 

Ｂ：排出口高さが 6.7以上 15ｍ未満 

Ｃ：排出口高さが 15ｍ以上 
かつ周辺最大建物高さの 1.5 倍未満 

Ｄ：排出口高さが 15ｍ以上 
かつ周辺最大建物高さの 1.5 倍以上 

スタートメニュー 
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○ 数値の入力は全て半角数字で入力してください。 

○ 入力した値を全てリセットしたい場合は リセット ボタンをクリックしてください。 

 

 

【ワンポイントアドバイス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくわかる臭気指数規制２号基準のパンフレットでは、排出口の実高さが 15m 未満の場合、15m 以上

かつ周辺最大建物高さの 1.5倍未満の場合及び 15ｍ以上かつ周辺最大建物高さの 1.5倍以上の場合の

3 種類に分類しています。本ソフトウェアではより分かりやすくするために、排出口の実高さが 15m

未満の場合を 6.7m 未満の場合と 6.7m 以上 15m 未満の場合の 2 種類に分類しました。したがって、本

ソフトウェアでは排出口の実高さと周辺最大建物高さによって 4 種類に場合分けをして計算します。 

 

図のように重要な用語の上にカーソルを移動させると用語

の色が青色にかわり画面右上に「クリックすると、用語解

説が見られます。」というメッセージが表示されます。 

なお、ツールバーの用語解説（H）からも同じ情報を表示さ

せることができます。 
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3-4 計算する 

 
 

各項目を入力し、 計算する ボタンをクリックしてください。 

 

 

3-5 印刷する 

 
 

計算結果を印刷したい場合は 印刷する をクリックしてください。 
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印刷情報を入力する画面が表示されますので、作成者名、事業所名、施設名を印字する場合

は各項目を入力して、 O K ボタンをクリックしてください。 

また印字する必要がない場合は、空欄のまま O K ボタンをクリックしてください。 

出力プリンタは、現在使用中のプリンタになります。プリンタを選択して印刷して下さい。

なお、出力はお使いのプリンタ環境に依存します。 
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3-6 終了

終了したい場合は、スタートメニューに戻り 終了 ボタンをクリックするか、ツールバー

のファイル（F）-アプリケーションの終了（X）を選択してください。また画面右隅の☒を

クリックしても終了できます。

終了確認のメッセージが表示されますので、終了する場合は はい(Y) をクリックして終

了してください。引き続き使用する場合は いいえ(N) をクリックすると入力画面に戻るこ

とができます。 
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各画面の入力方法 
 

数値の入力は全て半角数字で入力してください。 

入力した値を全てリセットしたい場合は リセット ボタンをクリックしてください。 

4-1 スタートメニュー 

 
 

【操作手順】 

 排出口の実高さを入力してください（0m 以上 400m以下）。 

 排出口の実高さが 6.7m以上の場合は、周辺最大建物高さも入力してください

（0m以上 400m 以下）。 

（排出口の実高さに 6.7m以上の値を入力すると、周辺最大建物高さが表示されます） 

 必要項目に入力して 次へ ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

第 4章 
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4-2 Ａ 排出口の実高さが 6.7m 未満の場合 

スタートメニューの排出口の実高さに 6.7m未満の値を入力した場合、以下の画面が表示

されます。排出口の実高さについてはスタートメニューで入力された値が表示されます。 

 

 

 

【操作手順】 

 臭気指数第１号基準の値を 10～21（整数）の範囲内で入力してください。 

 排出口の大きさを小径・中径・大径の 3区分より選択してください。 

 計算する ボタンをクリックしてください。 

 画面右側の出力項目に計算結果が表示されます。 

 計算結果を印刷する場合は 印刷する をクリックしてください。⇒ 3-5 P.8へ 
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4-3 Ｂ 排出口の実高さが 6.7m 以上 15m 未満の場合 

スタートメニューの排出口の実高さに 6.7m以上 15ｍ未満の値を入力した場合、以下の画

面が表示されます。排出口の実高さ及び周辺最大建物高さについては、スタートメニューで

入力された値が表示されます。 

 

 
 

【操作手順】 

 臭気指数第１号基準の値を 10～21（整数）で入力してください。 

 排出口の大きさを小径・中径・大径の 3区分より選択してください。 

 計算する ボタンをクリックしてください。 

 画面右側の出力項目に計算結果が表示されます。 

 計算結果を印刷する場合は 印刷する をクリックしてください。⇒ 3-5 P.8へ 
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4-4 Ｃ 排出口の実高さが 15m 以上で周辺最大建物高さの 1.5倍未満の場合 

スタートメニューの排出口の実高さに 15m以上かつ周辺最大建物高さ 1.5倍未満の値を入

力した場合、以下の画面が表示されます。排出口の実高さ及び周辺最大建物高さについては、

スタートメニューで入力された値が表示されます。 

 

 

【操作手順】 

 臭気指数第１号基準の値を 10～21（整数）で入力してください。 
 排出ガス流量の（乾き）または（湿り）を選択し、標準状態（0℃、1気圧）に換算

した値を入力してください（0m3/min超 10000m3/min未満）。排出ガス流量（湿り）

を選択した場合は排出ガス水分量も入力してください（0％以上 100％未満）。 
 排出口と敷地境界との最短距離を入力してください（0m 以上 10000m 未満）。なお、

30m未満の場合は未入力でも計算可能です。 
 周辺最大建物と敷地境界との最短距離を入力してください（0m 以上 10000m 未満）。

なお、30m未満の場合は未入力でも計算可能です。 
 計算する ボタンをクリックしてください。 
 画面右側の出力項目に計算結果が表示されます。 
 計算結果を印刷する場合は 印刷する をクリックしてください。⇒ 3-5 P.8へ 
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出力項目に表示される希釈度マップでは、敷地境界外での最大着地濃度地点の風下距離と

希釈度を表しています。また、マップ内でカーソルを移動させることにより、任意の空間位

置における希釈度も表示されます。 

なお、排出口と敷地境界までの最短距離と周辺最大建物と敷地境界までの最短距離が未入

力の場合は、敷地境界の▲印が表示されません。 

 

また、希釈度マップの表示条件を変更したい場合は、 マップを調整する ボタンをクリッ

クすると以下の画面が表示されますので、風下距離、表示の高さ、希釈度表示の配色に任意

の値を入力して調整して下さい。 
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4-5 Ｄ 排出口の実高さが 15m 以上で周辺最大建物高さの 1.5倍以上の場合

スタートメニューの排出口の実高さに 15m以上かつ周辺最大建物高さ 1.5倍以上の値を入

力した場合、以下の画面が表示されます。排出口の実高さ及び周辺最大建物高さについては、

スタートメニューで入力された値が表示されます。

【操作手順】

 臭気指数第１号基準の値を 10～21（整数）で入力してください。

 排出口の口径または排出口の断面積を選択し、入力してください。

（排出口の口径は 0m 超 10m以下、排出口の断面積は 0㎡超 100㎡以下）

 排出口の向きを「上向き」または「下向き、横向き、陣笠、H型」を選択してください。

上向きを選択した場合は排出ガス温度を入力してください（-15℃以上 999℃以下）。

 排出ガス流量（乾き）、排出ガス流量（湿り）または排出ガス吐出速度のうち、１つを

選択し、標準状態(0℃、1気圧)に換算した値または圧力補正(1気圧)した値を入力し

てください（0超 10000 未満）。
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 排出ガス水分量を入力してください（0％以上 100％未満）。

 排出口と敷地境界との最短距離を入力してください（0m以上 10000m 以下）。

 周辺最大建物と敷地境界との最短距離を入力してください（0m以上 10000m以下）。

 計算する ボタンをクリックしてください。 

 画面右側の出力項目に計算結果が表示されます。

 計算結果を印刷する場合は 印刷する をクリックしてください。⇒ 3-5 P.8へ 

出力項目に表示される希釈度マップでは、敷地境界外での最大着地濃度地点の風下距離と

希釈度を表しています。また、マップ内でカーソルを移動させることにより、任意の空間位

置における希釈度も表示されます。 

なお、出力項目に表示されるマップの表示条件を変更したい場合は、 マップを調整する 

ボタンをクリックすると以下の画面が表示されますので、風下距離、表示の高さ、希釈度表

示の配色に任意の値を入力して調整して下さい。 
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計算事例 

5-1 Ａパターン（排出口高さが 6.7ｍ未満） 

＜ 条 件 ＞ 

○ 排出口実高さ：5.0（m） 

○ 1 号基準（臭気指数）：10 

○ 排出口の口径：0.7（m） 

 

 

＜計算式＞ 

 ２号基準（I）＝ 10×Log｛Ｋ×Hｂ2×10（１号基準 /10）｝  

 ここで、K と Hｂは以下の表より求める。  

排出口口径  K  
排出口 

実高さ(Ho) 

周辺最大 

建物実高さ 
Hｂ 

0.6ｍ未満 0.69  6.7ｍ未満 － 1.5 Ho 

0.6ｍ以上 0.9ｍ未満 0.20  

6.7ｍ以上 

10ｍ未満 10ｍ 

0.9ｍ以上 0.10  10ｍ以上 1.5 Ho 未満 建物実高さ 

   10ｍ以上 1.5 Ho 以上 1.5 Ho 

 

２号基準（I）＝ 10×Log｛Ｋ×(1.5Ho)2×10（１号基準 /10）｝  

＝ 10×Log｛0.20×(1.5×5.0)2×10（10/10）｝ 

＝ 10×2.05 ≒ 21 

よって、２号基準（臭気指数）は 21 となる。 
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6.7ｍ 

周辺最大建物影響：強い 
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＜計算ソフト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜印刷画面＞ 
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5-2 Ｂパターン（排出口高さが 6.7ｍ以上 15ｍ未満） 

＜ 条 件 ＞ 

○ 排出口実高さ：8.2（m） 

○ 周辺最大建物高さ：7.5（m） 

○ 1 号基準（臭気指数）：12 

○ 排出口の口径：0.5（m） 

 

＜計算式＞ 

 ２号基準（I）＝ 10×Log｛Ｋ×Hｂ2×10（１号基準 /10）｝  

 ここで、A パターンと同様 K と Hｂは以下の表より求める。  

排出口口径  K  
排出口 

実高さ(Ho) 

周辺最大 

建物実高さ 
Hｂ 

0.6ｍ未満 0.69  6.7ｍ未満 － 1.5 Ho 

0.6ｍ以上 0.9ｍ未満 0.20  

6.7ｍ以上 

10ｍ未満 10ｍ 

0.9ｍ以上 0.10  10ｍ以上1.5 Ho未満 建物実高さ 

   10ｍ以上1.5 Ho以上 1.5 Ho 

 

 ２号基準（I）＝ 10×Log｛Ｋ×Hｂ2×10（１号基準 /10）｝ 

         ＝ 10×Log｛0.69×102×10（12/10）｝  

         ＝ 10×3.04 ≒ 30 

よって、２号基準（臭気指数）は 30 となる。 

 

 

 

 

15ｍ 

6.7ｍ 

周辺最大建物影響：強い 
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＜計算ソフト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜印刷画面＞ 
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5-3 Ｃパターン（排出口高さが 15ｍ以上かつ周辺最大建物高さの 1.5 倍未満） 

＜ 条 件 ＞ 

○ 排出口実高さ：20.5（m） 

○ 周辺最大建物高さ：15.0（m） 

○ 1 号基準（臭気指数）：10 

○ 標準状態におけるガス流量（乾き）：100（m3/min） 

○ 排出口と敷地境界までの最短距離：30（m） 

○ 周辺最大建物と敷地境界までの最短距離：35（m） 
 

＜計算式＞ 

排出口高さが 15ｍ以上の２号基準（臭気排出強度）の算出式は以下のとおりである。 

 

 

初期排出高さが周辺最大建物高さの 1.5 倍未満の場合（Hi ＜ 1.5Hb）、建物影響を強く

受け有効排出源高さ（He）は 0ｍとなり、排出口近傍で着地濃度が最大となる。 

また、排出口及び周辺最大建物と敷地境界までの最短距離が 3Hb未満のため、風下距離

（x）が 3Hb未満の領域で評価となる。 
 

Hiが Hbの 2.5 倍

以上の場合 
 σy=0.285γy・Xαy σz=γz・Xαz 

Hiが Hbの 2.5 倍

未満の場合 

x が Hbの 3 倍未満

の区間 
σy=0.35Hb σz=0.7Hb 

x が Hbの 3 倍以上

10 倍未満の区間 

σy =0.35Hb+ 

0.067（ｘ－3Hb） 

σz=0.7Hb+ 

0.067（ｘ－3Hb） 

xがHbの10倍以上

の区間 
σy =0.285γy(x+Xy)αy σz=γz(x+Xz)αz 

そこで、He＝0 と x＜3Hbにおける条件（σy=0.35Hb ，σz=0.7Hb）を上式に代入すると、 

        となり 

 

 

さらに、周辺最大建物高さが排出口実高さの 1.5 倍未満であることから、Hbに周辺最大

建物高さを代入すると、 

qt ＝ 27.5×10（L/10）×Hb
 2  

＝ 27.5×10（10/10）×（15.0×15.0）  

＝ 61875 ≒ 6.2×104 

よって、２号基準（臭気排出強度）は 6.2×104（m3/min）となる。 

 

1.5 倍 

周辺最大建物影響：強い 

2
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＜計算ソフト＞ 

＜印刷画面＞ 
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5-4 Ｄパターン（排出口高さが 15ｍ以上かつ周辺最大建物高さの 1.5倍以上）

＜ 条 件 ＞ 

○ 排出口の実高さ：48.0（m）

○ 周辺最大建物高さ：22.0（m）

○ 1号基準（臭気指数）：10

○ 排出口の口径：1.35（m）

○ 排出口の向き：上向き

○ 排出ガス温度：75（℃）

○ 標準状態における排出ガス流量（乾き）：867（m3/min）

○ 排出ガス水分量：14.2（%）

○ 排出口と敷地境界との最短距離：43.0（m）

○ 周辺最大建物高さと敷地境界との最短距離：52.0（m）

＜計算ソフト＞ 

2.5 倍 

1.5 倍 

周辺最大 

建物影響 

なし 

弱い 
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＜印刷画面＞ 
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おかしいな？と思ったら 
 

6-1 パラメータエラーについて 

もし必須入力項目に未入力があった場合や、入力内容が適切でない場合はパラメータエラー

が表示されます。 OK をクリックして入力項目の確認をして下さい。 

よく出るパラメータエラーを以下に示します。 

 

No パラメータエラー 対象画面 

1 周辺最大建物高さに 400m より大きい値を入力した場合に以下のメ

ッセージが表示されます。 

 

スタートメニュー 

2 周辺最大建物高さが未入力だった場合に以下のメッセージが表示

されます。 

 

・パターン B 

・パターン C 

・パターン D 

3 排出口の大きさが未選択の場合に以下のメッセージが表示されま

す。 

 

・パターン A 

・パターン B 
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No パラメータエラー 対象画面 

4 臭気指数第１号基準が未入力の場合に以下のメッセージが表示さ

れます。 

 

・パターン A 

・パターン B 

・パターン C 

・パターン D 

5 排出ガス流量（乾き）が未入力の場合に以下のメッセージが表示さ

れます。 

 

・パターン C 

・パターン D 

6 排出ガス流量（湿り）が未入力の場合に以下のメッセージが表示さ

れます。 

 

・パターン C 

・パターン D 

7 排出ガス水分量が未入力の場合に以下のメッセージが表示されま

す。 

 

・パターン C 

・パターン D 

8 排出口口径が未入力の場合に以下のメッセージが表示されます。 

 

・パターン D 
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No パラメータエラー 対象画面 

9 排出口の断面積が未入力の場合に右のメッセージが表示されます。 

 

・パターン D 

10 排出口の向きが未選択の場合に 

右のメッセージが表示されます。 

 

・パターン D 

11 排出口の向きで上向きを選択し、排出ガス温度が未入力の場合に右のメッセ

ージが表示されます。 

 

・パターン D 

12 排出ガス吐出速度を選択したのだが数値が未入力だった場合に以下のメッ

セージが表示されます。 

 

・パターン D 

13 排出口と敷地境界との最短距離が未入力の場合に以下のメッセージが表示

されます。 

 

・パターン D 

14 周辺最大建物と敷地境界との最短距離が未入力の場合に以下のメッセージ

が表示されます。 

 

・パターン D 
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[各画面でデータをリセットした場合] 

入力された値によって、画面を切り替えるかどうかのメッセージが表示されます。もし画面を切り

替えたい場合は はい(Y) をクリックしてください。 

入力ミスだった場合、元の画面に戻るには いいえ(N) をクリックすると戻ることができます。正し

い値を入力してください。 

 

No パラメータエラー 対象画面 

15 排出口の実高さが未入力であった場合は以下のようなメッセージが

表示されます。 

 

・パターン A 

16 排出口の実高さに 6.7m以上の値を入力した場合は以下のようなメッ

セージが表示されます。 

 

・パターン A 

 

17 排出口の実高さに 6.7m未満の値を入力した場合は以下のようなメッ

セージが表示されます。 

 

・パターン B 

 

18 排出口の実高さに 15m 以上の値を入力した場合は以下のようなメッセ

ージが表示されます。 

 

・パターン B 
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No パラメータエラー 対象画面 

19 排出口の実高さに 15m 未満の値を入力した場合は以下のようなメッセ

ージが表示されます。 

 

画面を切り替える場合、入力データによってパターン Aもしくはパタ

ーン Bに切り替わります。 

・パターン C 

・パターン D 

 

20 排出口の実高さに周辺最大建物高さの 1.5 倍以上の値を入力した場合

は以下のようなメッセージが表示されます。 

 
画面を切り替える場合、パターン Dに切り替わります。 

・パターン C 

 

21 排出口の実高さに周辺最大建物高さの 1.5 倍未満の値を入力した場合

は以下のようなメッセージが表示されます。 

 

画面を切り替える場合、パターン Cに切り替わります。 

・パターン D 
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6-2 用語解説 

 

1) 臭気指数規制 

2) １号基準、２号基準 

3) 臭気指数（臭気濃度） 

4) 臭気排出強度 

5) 排出口の高さ 

6) 排出口の大きさ、口径、断面積 

7) 排出ガス流量 

8) 排出ガス吐出速度 

9) 排出ガス温度 

10) 排出ガス水分量 

11) 排出口の向き 

12) 周辺最大建物高さ 

13) 排出口と敷地境界との最短距離 

14) 周辺最大建物と敷地境界との最短距離 

15) 希釈度 

16) 有効発生源高さ 

17) ダウンドラフト 

 

 

1）臭気指数規制とは 

近年の悪臭苦情の傾向をみると、従来大部分を占めていた畜産農業や工場からの悪臭の苦情が減

少している一方で、飲食店などのサービス業からの悪臭をはじめとした都市・生活型と呼ばれる悪

臭への苦情が急激に増加しています。 

臭気指数規制は、こうした悪臭苦情の傾向の変化に対応するために平成７年に悪臭防止法に導入

されました。 

悪臭防止法では、都道府県知事及び市長が、生活環境の保全のため悪臭を防止する必要があると

認められる地域を指定します（規制地域内のすべての工場・事業場か規制対象となります）。また、

特定悪臭物質（悪臭防止法制定当時（昭和 46年）からの規制手法で現在は 22物質を指定）又は臭

気指数のいずれかの規制方式により、[1]敷地境界線、[2]気体排出口、[3]排出水の３つの基準値を

設定します。 

悪臭を総体としてとらえる臭気指数規制には、特定悪臭物質規制にはない以下のメリットがあり、

近年の悪臭問題の解決には臭気指数規制が極めて重要です。 

  ① 多種多様な「におい」の物質（約 40万種）を総量的に捉えることができる 

  ② においの相加・相乗等の効果を規制に反映させることができる 

  ③ 嗅覚を利用することで、「におい」の程度をイメージしやすい 

  ④ 住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい 

  ⑤ 国際的に実施されている方法である 
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2）1号基準、2号基準とは 

臭気指数規制は、臭気の排出経路にあわせて 1 号、2 号、3 号の３つの基準があります。 

はじめに 1 号基準とは、事業場の敷地境界線上の規制基準をいいます。その地域の住民の大多数が悪

臭による不快感をもつことがないような濃度に設定されています。 

次に 2 号基準とは、煙突などから排出されるガスの臭気について設定された基準をいいます。 

煙突や換気扇などの排出口（気体排出口）から排出された臭気を含むガスは、風にのって徐々に拡散

し、やがて地表面に着地します。その着地した地点での臭気が強い場合、悪臭苦情が発生する可能性が

あります。そこで、敷地境界外の最大着地濃度地点において敷地境界の基準（１号基準）を越えないよ

うに、排出口での排出基準（２号基準）が設けられています。 

なお 2 号基準値は、排出口の実高さが 15ｍ以上の場合は臭気排出強度、15ｍ未満の場合は臭気指数で

設定されています。 

（ちなみに、排出水に対して設けられた基準は 3 号基準といいます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）臭気指数（臭気濃度）とは 

臭気濃度とは、試料ガスを清浄な無臭空気で希釈したとき、ちょうど

においが感じなくなったときの希釈倍率をいい、臭気指数とは、人間の

嗅覚の感覚量に対応させるため希釈倍率を対数で表した尺度です。 

臭気指数＝10×Log（臭気濃度） 

        

4）臭気排出強度（OER）とは 

臭気排出強度（OER：Odor Emission Rate）とは、臭気濃度に標準状態における排出ガス流量（乾き）

を乗じた値で、１分間あたりに排出された臭気を無臭化するまでに必要な清浄な希釈空気の量を表して

います。 

臭気排出強度（OER）＝ 臭気濃度 × 排出ガス流量（m3/分） 

臭気指数 臭気濃度 

10 10 

20 100 

30 1000 

 

  
  

  

最大着地濃度地点 

  １号基準 
  

  
  

  
  

  

  

  

排出口      周辺建物 

  
  

    

  
  

  

  

  
  
  

   
  

２号基準 

３号基準 

１号基準 
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5）排出口の実高さとは 

排出口の実高さとは、地表面から排出口までの実際の高さ(m)をいいます。排出口形状が横向きの場合

は地表面から排出口下側までの高さになります。 

簡易的に建物高さや排出口高さを推測する方法として以

下のような方法があります。 

測定対象（建物や排出口など）から一定の距離（3ｍ、5ｍ、

10ｍ）離れて見上げたときの角度を測り、測定者の目線の高

さを 1.5ｍと仮定すると、簡易的に右表から測定対象の高さ

を推測することができます。 

例）建物から 3ｍ離れて建物を見上げたとき、 

角度が 40°であった場合、排出口高さは 4ｍ。 

 

 

6）排出口の大きさ、口径、断面積とは 

排出口の大きさとは、排出口の最終吐出口の大きさをいいます。排出口高さが低い（高さ 15ｍ未満）

中小規模の施設については、一般に臭気排出強度は小さく、周辺最大建物の影響を強く受けることから、

排出口口径（3区分）からガス流量を求める簡略化した方法を採用しています。 

口径とは、排出口の最終吐出口の内径の大きさです。角型などの排出口では断面積を入力すると円形

に自動計算されます。 

排出口の口径（ｍ）    排出口の断面積（ｍ2） 

 

 

 

 

 

7）排出ガス流量とは 

 １分間当たりに排出されるガスの量を標準状態（0℃、１気圧）に換算した値を排出ガス流量（湿り）

といい、排出ガス流量（湿り）から水蒸気を除いた値を排出ガス流量（乾き）といいます。 

排出ガス流量（乾き）（m3/min）＝ 排出口断面積（ｍ２）×吐出速度（m/s）×60 

×｛273.15（℃）/（ガス温度（℃）+273.15（℃））｝ 

×｛（100－ガス水分量（％））/100｝ 

   

   

 

 測定対象の高さ（ｍ） 

角度 
測定対象からの距離 

3ｍ 5ｍ 10ｍ 

30° 3 4 7 

35° 4 5 9 

40° 4 6 10 

45° 5 7 12 

50° 5 7 13 

55° 6 9 16 

60° 7 10 19 

60°超 さらに離れて測定 － 
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吐出速度が小さい時 

排出口後方への巻き込み 

（ダウンウォッシュ） 

風速 

8）排出ガス吐出速度とは 

吐出速度とは、排出口の最終吐出口での１秒間に流れる

ガスの速さ（m/s）を示します。吐出速度が速い場合（1.5 m/s

以上）、排出ガスはこの運動量によって上昇しますが、吐出

速度が遅い場合（1.5 m/s 未満）は排出口後方へ巻き込まれ

排出ガスは降下します（これをダウンウォッシュと呼びます）。 

なお、吐出口で測定できない場合は、途中のダクトの測

定孔での流速をもとに吐出速度を算出します（下式）。 

（※圧力補正した値を用いること） 

吐出速度（m/s） ＝ 測定孔の流速(m/s) ×（測定孔の断面積（ｍ２）/吐出口の断面積（ｍ２）） 

 

 

9）排出ガス温度とは 

ガス温度とは、排出ガスの温度（℃）をいいます。ガス温度が高いとまわりの空気との温度差によっ

て浮力が生じ、ガスは上昇します。 

 

 

11）排出ガス水分量とは 

ガス水分量とは、排出ガス中に含まれる水蒸気の割合のことです。最終吐出口又は測定孔で測定され

た排出ガスの水分量（%）を用います。 

 

 

12）排出口の向きとは 

排出口が上向きのときは、排出ガスの運動量による上昇を見込む必要がありますが、下向き・横向き・

陣笠・H 型などの場合には、運動量上昇は見込む必要はありません。 

排出口の 

向きの例 

 

 

 

上向き   下向き    横向き    陣笠      H型 

上昇高計算 有り なし なし なし なし 
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13）周辺最大建物高さとは 

周辺最大建物とは、排出口と同一の敷地内の建物で、排出ガスの拡散に最も影響を及ぼす建物をいい、

周辺最大建物高さとは、周辺最大建物の地表面からの実高さをいいます。 

建物周辺では排出ガスが建物背後の逆流域に巻き込まれることから、建物を中心とし、半径が建物高

さの 10 倍の円を描き、円の中に排出口が入っていると影響を及ぼすことになります。なお、敷地内に建

物が複数ある場合は、建物ごとに円を描き、排出口が複数の円の中に入っていれば、該当する建物の中

で最も高い建物が「周辺最大建物」となります。 

 

例）この工場における周辺最大建物はＡ～Ｃのうちどれか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
答え Ａ  

  
留意点 ●給水塔や鉄塔といった骨組みのみで構成される工作物等、排出ガスの拡散へ

の影響がわずかとみなせるものは、周辺最大建物として考慮する必要がない。 

●敷地境界外の建物は周辺最大建物にはならない。 

●排出口を含む建物も周辺最大建物となりうる（煙突が屋上に設置されている

場合や排出口が建物の壁面に設置されている場合など）。   

 

 

14）排出口と敷地境界との最短距離とは 

排出口から敷地境界までの最短距離(m)をいいます。実測または設計図面から設定します。 

（風向を考慮する必要はありません。） 

 

 

15）周辺最大建物と敷地境界との最短距離とは 

周辺最大建物から敷地境界までの最短距離(m)をいいます。実測または設計図面から設定します。（風

向や排出口の位置を考慮する必要はありません。） 

 

高さ：2ｍ 

影響範囲：建物から 20ｍ 

 

高さ：5ｍ 

影響範囲：建物から 50ｍ 

高さ：4ｍ 

影響範囲：建物から 40ｍ 
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16）希釈度とは

希釈度とは、排出口から排出された臭気が地面に着地するまでの間に、どれくらい希釈されるかを希

釈倍数の対数値で表しています。この希釈度の値が大きいほど排出ガスは地表面に着地するまでに薄ま

って、臭気が弱くなっていることを意味します。 

希釈度は、排出ガスの臭気指数と最大着地濃度地点等における臭気指数との差でもあることから、１

号基準に希釈度を加算することで２号基準（臭気指数表示）が簡単に算出でき、さらに実測した排出ガ

スの臭気指数から希釈度を引くと、着地濃度を予測することも可能です。

希釈度を簡単に調べたいときには『よく分かる臭気指数２号基準パンフレット』をご覧ください。

17）有効発生源高さとは

有効発生源高さとは、排出口の実高さに、ガス温度による浮力や吐出速度による運動量などの上昇分

や建物影響などによる下降分を加味した排出ガスの中心軸の高さをいいます。 

有効発生源高さが 0ｍのときは、強いダウンドラフトを受け、排出口から出たガスは上昇せず、地表面

まで降下している状況を意味しています。 

18）周辺建物による拡散影響（ダウンドラフト）とは

排出ガスが建物背後の逆流域に巻き込まれて下向きの運動量をもつことをダウンドラフトといいます。 

周辺最大建物と排出ガスとの高さによっ

て影響度合いが決まります。 

排出ガスの高さ（吐出速度が小さいときの

排出口への巻き込みを考慮したガスの高さ）

が、周辺最大建物高さの 2.5倍以上高いとき

には建物影響を受けずに上昇・拡散しますが、

1.5倍以上 2.5倍未満の場合には建物影響を

受け、排出ガスは降下します（これを弱いダ

ウンドラフトと呼びます）。

さらに、排出ガスの高さが周辺最大建物高

さの 1.5倍未満の場合には、建物背後の逆流

域に全て巻き込まれ、排出ガスは地表面付近

まで降下します（これを強いダウンドラフト

と呼びます）。 

排出濃度（30） 

希釈度（18） 

着地濃度（12） 

（臭気指数） 

２号基準（33） 

希釈度（18） 

１号基準（15） 

2.5 倍 

1.5 倍 

周辺最大 

建物影響 

なし 

弱い 

強い 
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各種問い合わせ先 

[ 本ソフトについて ] 

環境省水・大気環境局環境汚染対策室 臭気対策係  https://www.env.go.jp 

公益社団法人におい・かおり環境協会 https://orea.or.jp 

[ 臭気対策について ] 

公益社団法人におい・かおり環境協会  https://orea.or.jp 
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